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こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

【
地
域
施
設
の
再
編
（
ぬ
く
も
り
の
郷
等
）】

施
設
再
編
の
経
緯
と
住
民
へ
の
説
明
状
況
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

中
央
保
健
セ
ン
タ
ー
移
転
を
契
機
に
検
討
し
て
き
た
も
の

で
、
自
治
会
協
議
等
を
行
い
な
が
ら
進
め
て
い
ま
す
。

再
編
の
方
向
性
と
説
明
不
足
へ
の
対
応
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

機
能
集
約
に
よ
る
複
合
化
を
検
討
し
て
お
り
、
今
後
は
丁

寧
な
説
明
と
合
意
形
成
を
重
視
し
て
い
き
ま
す
。

【
大
宇
陀
文
化
会
館
の
改
修
】

改
修
の
必
要
性
と
費
用
の
考
え
方
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

老
朽
化
へ
の
対
応
と
し
て
必
要
で
あ
り
、
内
容
を
精
査
し

た
上
で
費
用
対
効
果
を
踏
ま
え
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

今
後
の
施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

ま
す
か
。

文
化
拠
点
と
し
て
活
用
し
つ
つ
、
将
来
的
な
需
要
も
踏
ま

え
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

【
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
教
育
】

エ
ス
ト
ニ
ア
と
の
連
携
に
よ
る
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ

プ
教
育
に
つ
い
て
、
本
市
で
実
施
す
る
必
要
性
と
地
域
課

題
と
の
関
係
を
伺
い
ま
す
。

社
会
課
題
を
自
ら
考
え
解
決
で
き
る
人
材
の
育
成
を
目
的

と
し
、
本
市
の
実
情
に
合
わ
せ
た
実
践
的
な
学
び
を
構
築

し
て
い
き
ま
す
。

対
象
や
実
施
内
容
、
学
校
教
育
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に

整
理
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

小
学
校
高
学
年
か
ら
中
学
生
を
対
象
に
、
地
域
や
企
業
と

連
携
し
た
取
組
を
想
定
し
、
総
合
学
習
等
と
連
携
し
な
が

ら
進
め
て
い
き
ま
す
。

【
自
動
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
関
連
】

自
動
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
事
業
の
進
捗
が
遅
れ
て
い
る
要
因
と

現
在
の
状
況
を
伺
い
ま
す
。

法
制
度
や
運
用
面
の
課
題
に
よ
り
遅
れ
て
お
り
、
現
在
は

内
容
整
理
と
実
現
可
能
性
の
検
証
を
進
め
て
い
ま
す
。

本
市
で
導
入
す
る
意
義
と
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

物
流
や
移
動
課
題
へ
の
対
応
と
新
た
な
産
業
創
出
を
目
的

と
し
、
段
階
的
な
実
証
を
通
じ
て
判
断
し
て
い
き
ま
す
。

【
美
榛
苑
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
】

美
榛
苑
に
つ
い
て
は
当
初
、
大
規
模
改
修
の
方
針
が
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
の
実

施
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
方
針
見
直
し
の
経
緯
と
今
後

の
進
め
方
を
伺
い
ま
す
。

当
初
は
大
規
模
改
修
も
含
め
検
討
し
て
き
ま
し
た
が
、
施

設
の
在
り
方
に
つ
い
て
幅
広
い
可
能
性
を
検
討
す
る
た

め
、
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。
結

果
を
踏
ま
え
、
最
適
な
方
向
性
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

令
和
８
年
度
宇
陀
市
一
般
会
計
予
算
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
要
約
）

①
ソ
ー
シ
ャ
ル
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
人
材
育
成
事
業
に

つ
い
て 

当
該
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
の
３
年
間
の
成
果
と
検
証
が
議
会
に

報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
今
回
の
事
業
も
詳
細
な
説
明
が
な

さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
検
証
と
具
体
的
計
画
を
議
会
に
示

し
予
算
を
執
行
す
る
こ
と
。
ま
た
、
委
託
料
の
う
ち
、
エ
ス
ト

ニ
ア
と
連
携
し
た
学
び
の
機
会
創
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

の
短
期
留
学
事
業
等
の
実
績
を
基
に
、
今
後
は
エ
ス
ト
ニ
ア
と

の
連
携
で
は
な
く
、
文
部
科
学
省
を
は
じ
め
国
内
の
先
進
的
な

実
績
を
有
す
る
団
体
等
の
助
言
を
得
て
実
施
し
、
委
託
で
は
な

く
教
育
委
員
会
と
緊
密
に
連
携
し
行
政
主
導
で
実
施
す
る
こ
と
。

②
自
動
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
事
業
に
つ
い
て

ロ
ボ
ッ
ト
走
行
に
あ
た
り
、
事
業
成
果
を
整
理
し
た
上
で
、
安

全
性
、
採
算
性
を
検
討
す
る
こ
と
。
そ
の
上
で
、
事
業
の
方
向

性
と
展
開
を
議
会
に
報
告
し
予
算
を
執
行
し
、
進
捗
状
況
と
成

果
を
報
告
す
る
こ
と
。 

③
認
知
症
予
防
包
括
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て

J-M
IN
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プ
ロ
グ
ラ
ム
を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
。
今
後
は
当

該
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
認
知
症
予
防

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
構
築
す
る
こ
と
。
地
域
活
性
化
企
業
人
制
度

に
よ
る
市
独
自
の
プ
ラ
チ
ナ
サ
ロ
ン
に
つ
い
て
は
、
進
捗
状
況

と
成
果
を
議
会
へ
報
告
す
る
こ
と
。

④
美
榛
苑
に
関
す
る
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
に
つ
い
て

今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
議
会
に
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て

い
な
い
。
当
該
施
設
の
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
は
、
議
会
の
理

解
と
合
意
を
得
て
、
実
施
す
る
こ
と
。
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賛
成
討
論

事
業
の
検
証
と
継
続
の
妥
当
性
を
見
極
め
る
こ
と
は
、
議
員
の

責
務
で
す
。
本
附
帯
決
議
は
4
事
業
の
適
切
な
方
向
性
を
求
め

て
お
り
、附
帯
決
議
に
よ
る
市
政
の
停
滞
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

エ
ス
ト
ニ
ア
関
連
事
業
に
は
1
億
円
以
上
が
投
資
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
ま
で
認
め
て
き
た
か
ら
今
後
も
継
続
す
べ
き
と
は

限
り
ま
せ
ん
。
自
動
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
事
業
は
、
安
全
性
・
採
算

性
に
課
題
が
あ
り
、
不
確
定
要
素
も
多
い
た
め
、
十
分
な
検
討

と
報
告
を
求
め
ま
す
。
市
独
自
事
業
の
認
知
症
予
防
事
業
で

は
、
進
捗
報
告
を
求
め
ま
す
。
数
百
万
円
の
費
用
を
伴
う
美
榛

苑
の
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
は
、
方
向
性
変
更
の
説
明
を
議
会

に
行
っ
た
上
で
実
施
す
べ
き
で
す
。

反
対
討
論

本
附
帯
決
議
は
、
複
数
事
業
に
つ
い
て
議
会
へ
の
報
告
や
見
直

し
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
行
政
の
執
行
権
に
過
度

に
踏
み
込
み
、
市
政
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
人
材
育
成
事
業

で
は
予
算
修
正
を
伴
う
内
容
と
な
り
、
一
時
不
再
議
の
原
則
に

反
し
ま
す
。
ま
た
、
自
動
配
送
ロ
ボ
ッ
ト
事
業
な
ど
は
実
証
を

重
ね
る
性
質
上
、過
度
な
事
前
制
約
は
柔
軟
性
を
損
な
い
ま
す
。

認
知
症
事
業
や
美
榛
苑
の
調
査
も
本
来
は
執
行
機
関
の
責
任
で

進
め
る
べ
き
で
す
。
議
会
は
監
視
と
評
価
に
徹
し
、
行
政
の
裁

量
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
本
附
帯
決
議
に
は
反
対
し
ま
す
。

市
立
病
院
お
よ
び
介
護
老
人
保
健
施
設
さ
ん
と
ぴ
あ
榛
原
の
経

営
状
況
が
厳
し
い
中
、
建
設
改
良
事
業
の
実
施
に
あ
た
り
、
優

先
順
位
の
明
確
化
と
経
費
削
減
、
契
約
の
透
明
性
確
保
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
事
業
の
必
要
性
の
精
査
と
、
議
会
へ
の
説
明

責
任
、
適
正
か
つ
効
率
的
な
事
業
執
行
を
求
め
ま
し
た
。

■
附
帯
決
議
（
要
約
）

【
市
立
病
院
】

厳
し
い
経
営
状
況
を
踏
ま
え
、
患
者
用
通
路
整
備
事
業
に
つ
い

て
は
、
議
会
の
理
解
と
合
意
を
得
て
予
算
を
執
行
す
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
他
の
建
設
改
良
費
に
つ
い
て
は
、
緊
急
性
の
高
い

事
業
を
優
先
し
、
経
費
削
減
に
最
大
限
努
め
る
こ
と
。
契
約
に

あ
た
り
複
数
社
か
ら
見
積
り
を
徴
収
し
、
可

能
な
限
り
入
札
に
よ
り
実
施
、
必
要
に
応
じ

て
事
業
内
容
を
議
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

【
介
護
老
人
保
健
施
設
さ
ん
と
ぴ
あ
榛
原
】

厳
し
い
経
営
状
況
を
踏
ま
え
、
空
調
設
備
改
修
工
事
に
つ
い
て

は
複
数
社
か
ら
見
積
り
を
徴
収
し
、
入
札
に
よ
り
実
施
す
る
こ

と
。
契
約
後
は
、
工
事
内
容
に
つ
い
て
議
会

に
丁
寧
に
報
告
す
る
こ
と
。

国
庫
支
出
金
が
減
額
と
な
っ
て
い
る
事
業
が
多
数
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
理
由
は
何
で
す
か
。

事
業
の
不
採
択
や
実
績
見
込
み
の
減
少
に
よ
り
、
当
初
見

込
み
と
の
差
が
生
じ
た
た
め
減
額
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

繰
越
明
許
費
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
事
業
が
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
か
。

事
業
の
進
捗
や
用
地
調
整
な
ど
に
よ
り
年
度
内
完
了
が
困

難
な
事
業
に
つ
い
て
、
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
も
の
で
す
。

榛
原
こ
ど
も
園
整
備
事
業
に
関
す
る
繰
越
の
理
由
は
何
で

す
か
。

住
民
説
明
・
地
域
調
整
の
遅
れ
に
よ
り
工
事
が
年
度
内
に

完
了
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
す
。

榛
原
こ
ど
も
園
建
設
事
業
の
国
の
補
助
金
は
、
当
初

11
億
５
６
０
０
万
円
で
し
た
が
、
４
億
６
０
０
０
万
円
に

減
額
さ
れ
て
い
ま
す
。乖
離
が
大
き
い
理
由
は
何
で
す
か
。

国
の
採
択
状
況
と
事
業
の
見
直
し
に
よ
り
、
県
内
市
町
村

の
ほ
と
ん
ど
が
補
助
率
約
35
％
へ
減
額
と
な
っ
た
た
め
で

す
。
不
足
分
は
過
疎
債
で
対
応
し
ま
し
た
。
交
付
税
措
置

が
あ
り
ま
す
。

〈
議
案
第
28
号
〉
令
和
８
年
度
宇
陀
市
立
病
院
事
業
特
別
会
計
予
算

〈
議
案
第
29
号
〉
令
和
８
年
度
宇
陀
市
介
護
老
人
保
健
施
設
事
業
特
別
会
計
予
算

〈
議
案
第
17
号
〉
令
和
７
年
度
宇
陀
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

2
令
和
８
年
度
の
公
営
企
業
会
計

に
対
す
る
附
帯
決
議

3
令
和
７
年
度
補
正
予
算
が
可
決

こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

全文はこちら 全文はこちら

令
和
８
年
度
宇
陀
市
一
般
会
計
予
算
に
対
す
る
附
帯
決
議
の
討
論
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①
榛
原
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

都
市
構
造
再
編
集
中
支
援
事
業
補
助
金
に
関
し
て
、
有
利
な
補

助
金
の
取
得
に
向
け
た
説
明
が
議
員
に
対
し
て
繰
り
返
さ
れ
て

い
た
も
の
の
、
満
額
の
補
助
金
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
時
点
で
議
会
へ
の
報
告
が
行
わ
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
大

幅
な
補
助
金
の
減
額
が
市
財
政
に
影
響
を
与
え
る
状
況
と
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
た
め
、
今
後
は
公
的
補
助
金
に

つ
い
て
当
初
の
想
定
か
ら
大
き
く
変
更
が
生
じ
る
場
合
に
は
速

や
か
に
議
会
へ
報
告
し
、
十
分
な
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
を

求
め
る
。
ま
た
、
こ
ど
も
園
整
備
事
業
に
お
い
て
工
事
が
未
完

と
な
っ
た
原
因
は
、
住
民
へ
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と

に
よ
る
。
今
後
は
園
児
の
安
全
確
保
と
運
営
へ
の
配
慮
を
優
先

し
、
地
元
住
民
と
十
分
な
調
整
を
図
る
こ
と
を
求
め
る
。

②
Ｄ
Ｘ
推
進
事
業
費
に
つ
い
て

公
募
を
実
施
せ
ず
に
事
業
が
取
り
や
め
と
な
り
、
結
果
と
し
て

国
費
６
９
０
万
円
を
返
還
す
る
事
態
に
至
っ
た
。
今
後
は
、
事

業
を
実
施
す
る
際
に
は
返
還
な
ど
の
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ

う
、
万
全
の
体
制
で
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
る
。

③
美
榛
苑
修
繕
事
業
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
大
規
模
改
修
方
針
と
次
年
度
予
算
に
お
け
る
対
応

と
の
整
合
性
が
明
確
で
な
い
。
今
後
は
、
整
備
方
針
お
よ
び
事

業
の
方
向
性
に
つ
い
て
議
会
へ
十
分
な
説
明
を
行
い
、
透
明
性

の
高
い
事
業
運
営
を
目
指
す
こ
と
を
求
め
る
。

平
成
17
年
よ
り
、
大
宇
陀
守
道
小
学
校
跡
地
で
は
、
宇
陀
市
阿

騎
野
農
産
物
加
工
場
と
し
て
農
産
物
の
粉
末
加
工
事
業
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
指
定
管
理
者
で
あ
る
農
事
組
合
法
人
阿
騎
野
農
産
物

加
工
組
合
が
経
営
難
と
な
り
、
施
設
は
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
本
条
例
を
廃
止
し
ま
す
。

加
工
す
る
機
械
の
損
傷
が
激
し
く
、
修
理
に
多
額
の
費
用

が
か
か
る
た
め
、操
業
を
停
止
し
、そ
の
ま
ま
廃
止
に
至
っ

た
と
い
う
経
緯
に
間
違
い
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

機
械
が
壊
れ
て
い
る
た
め
廃
止
し
ま
し
た
。

今
後
、
農
産
物
加
工
場
で
の
粉
末
加
工
を
行
わ
な
い
と
い

う
認
識
で
い
い
で
し
ょ
う
か
。

経
営
状
況
か
ら
考
え
て
、
多
額
の
費
用
を
投
入
し
て
加
工

場
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
と
判
断
し

て
い
ま
す
。

消
防
団
員
の
処
遇
改
善
の
た
め
、
報
酬
と
補
償
の
見
直
し
を
行

い
ま
し
た
。

報
酬
に
つ
い
て
は
、
国
の
基
準
に
合
わ
せ
、
副
分
団
長
を

４
３
０
０
０
円
か
ら
４
５
５
０
０
円
、
班
長
を
３
０
０
０
０
円

か
ら
３
７
０
０
０
円
、
団
員
を
２
８
０
０
０
円
か
ら

３
６
５
０
０
円
へ
引
き
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
公
務
災
害
時
の
補
償
に
つ
い
て
も
基
準
を
見
直
し
、

補
償
基
礎
額
の
引
き
上
げ
や
、
消
防
作
業
従
事
者
の
補
償
額

の
最
低
額
を
９
７
０
０
円
か
ら
１
０
０
０
０
円
、
最
高
額
を

１
４
５
０
０
円
か
ら
１
５
０
０
０
円
へ
引
き
上
げ
ま
す
。

今
回
の
改
正
は
宇
陀
市
独
自
で
は
な
く
全
国
的
な
消
防
団

員
の
待
遇
改
善
と
い
う
認
識
で
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
と
お
り
で
す
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
消
防
団
員
の
人

件
費
な
ど
が
増
え
ま
す
が
、
消
防
団
の
装
備
更
新
や
備
品

装
備
な
ど
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
通
り
団
員
の
要
望
を
幹

部
会
や
本
部
会
で
確
認
し
た
う
え
で
予
算
要
望
を
行
い
、

国・県
の
補
助
も
活
用
し
な
が
ら
整
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

改
正
に
よ
り
報
酬
や
公
務
災
害
補
償
が
手
厚
く
な
る
一
方

で
、
消
防
団
員
の
負
担
は
増
え
ま
せ
ん
か
。

既
存
の
保
険
料
の
範
囲
で
対
応
さ
れ
る
た
め
、
消
防
団
員

の
負
担
が
新
た
に
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〈
議
案
第
12
号
〉
宇
陀
市
阿
騎
野
農
産
物
加
工
場
条
例
の
廃
止

〈
議
案
第
15
号
〉
宇
陀
市
消
防
団
条
例
の
一
部
改
正

〈
議
案
第
16
号
〉
宇
陀
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正

4
宇
陀
市
阿
騎
野
農
産
物
加
工
場

が
廃
止
さ
れ
ま
す

5
国
の
基
準
の
見
直
し
に
対
応
し

消
防
団
員
の
補
償
を

充
実
し
ま
す

令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
に
対
す
る
附
帯
決
議
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国
の
制
度
に
基
づ
き
、
令
和
８
年
４
月
か
ら
特
定
乳
幼
児
等
通

園
支
援
事
業
（
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
）
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

対
象
の
こ
ど
も
園
は
ど
こ
で
す
か
。
周
知
は
ど
う
し
ま
す

か
。

令
和
８
年
度
か
ら
市
内
４
か
所
の
こ
ど
も
園
で
実
施
し
ま

す
。
周
知
は
３
月
広
報
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
各
園
で
の
チ

ラ
シ
配
布
で
す
。

　
　
榛
原
こ
ど
も
園
は
開
園
直
後
の
た
め
４
月
か
ら
の
運
営
は

困
難
で
す
。

４
月
か
ら
実
施
に
あ
た
り
、
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
が
ど
こ
に

あ
る
か
図
り
な
が
ら
の
実
施
と
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
利

用
が
少
な
い
場
合
の
運
用
は
ど
う
し
ま
す
か
。

制
度
上
９
時
か
ら
11
時
と
い
う
制
限
が
あ
り
利
用
が
少
な

い
場
合
、保
育
士
は
他
の
ク
ラ
ス
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す
。

全
国
国
民
健
康
保
険
診
療
施
設
協
議
会
に
加
入
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
保
健
事
業
や
医
療
機
器
整
備
に
も
補
助
制
度
の
活
用

が
可
能
に
な
り
、
研
修
や
人
材
育
成
の
機
会
が
増
え
ま
す
。

こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た

な
ぜ
今
ま
で
こ
の
協
議
会
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

こ
れ
ま
で
は
急
性
期
中
心
の
病
院
で
僻
地
医
療
の
性
格
が

弱
く
加
入
の
必
要
性
が
低
か
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
は
地

域
医
療
の
役
割
が
強
ま
り
、
方
針
転
換
と
し
て
加
入
し
ま

す
。

年
間
経
費
は
ど
れ
く
ら
い
か
か
り
ま
す
か
。

病
床
数
等
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
、
年
額
約
35
万
円
程
度

で
す
。

 

事
業
へ
の
助
成
や
医
療
機
器
の
補
助
は
ど
の
程
度
で
す

か
。

こ
れ
ま
で
の
保
健
事
業
も
、
今
後
は
助
成
対
象
と
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
医
療
機
器
で
は
、
Ⅹ
線
機
器
で
あ
れ

ば
上
限
約
１
３
２
０
万
円
の
補
助
が
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
先
立
ち
、
１
月
13
日
、
２
月
４
日
、
２
月
26
日
の
３

回
に
わ
た
り
協
議
会
を
開
催
し
、
設
置
目
的
の
確
認
、
運
営
方

針
の
整
理
、
弁
護
士
か
ら
の
意
見
聴
取
、
調
査
事
項
及
び
資
料

照
会
内
容
の
検
討
・
精
査
を
行
い
ま
し
た
。

２
月
26
日
に
第
１
回
委
員
会
を
開
催
し
、「
資
料
照
会
の
内
容

等
の
決
定
」
を
議
題
と
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
市
長
及
び
農

業
委
員
会
会
長
に
対
す
る
通
知
書
（
資
料
照
会
）
の
具
体
的
内

容
と
回
答
期
限
を
決
定
し
ま
し
た
。

主
な
照
会
事
項

①
令
和
６
年
６
月
25
日
か
ら
７
月
８
日
ま
で
の
農
業
委
員
会
に

関
す
る
会
議
の
有
無
と
詳
細

②
宇
陀
市
と
農
林
水
産
省
と
の
打
ち
合
わ
せ
の
議
事
録

③
令
和
６
年
１
月
１
日
以
降
の
委
員
選
任
・
任
期
に
関
す
る
外

部
相
談
の
有
無
と
内
容

④
当
時
の
中
立
委
員
等
と
の
協
議
状
況

⑤
農
水
省
・
全
国
農
業
会
議
所
へ
の
出
張
の
有
無
と
内
容

令
和
６
年
８
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
総
会
が
招
集
さ
れ
な
か
っ

た
理
由
、
議
事
録
の
有
無
、
令
和
６
年
１
月
１
日
以
降
の
農
地

法
に
係
る
相
談
件
数
、
さ
ら
に
令
和
６
年
７
月
か
ら
11
月
ま
で

の
総
会
議
事
録
及
び
録
音
媒
体
の
有
無
に
つ
い
て
も
整
理
し
ま

し
た
。

今
後
は
提
出
資
料
の
精
査
と
関
係
者
へ
の
聴
取
を
進
め
、
事
実

関
係
の
解
明
に
向
け
、
慎
重
か
つ
丁
寧
に
調
査
を
進
め
ま
す
。

〈
議
案
第
９
号
〉
宇
陀
市
特
定
乳
児
等
通
院
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
制
定

〈
議
案
第
10
号
〉
宇
陀
市
国
民
健
康
保
険
条
例
及
び
宇
陀
市
立
病
院
事
業
の
設

置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

6
４
園
で
特
定
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
が
開
始
さ
れ
ま
す

7
市
立
病
院
が
現
状
の
診
療
体
制

に
加
え
、
国
民
健
康
保
険
診
療

施
設
に
な
り
ま
す

百
条
委
員
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た

Topics
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金剛市政、これまでの振り返りと
今後の市政運営について

昨年１２月議会において金剛市長に
対する辞職勧告決議を賛成６、反対
５名で可決になりました。市長とし
てどのように受け止められたのかお
聞きします。

議会の意思として示されたものであるということに
ついては真摯に受け止めているところです。一方で
決議の理由として示された職員採用の件につきまし
ては制度上の整理を申し上げる必要があります。地
方公務員の採用につきましては、地方公務員法に基
づき、公正性を確保する観点から試験や選考の手続
きが定められており、実務としては人事部局や選考
委員会等により適切に実施されています。市長が個
別の採用の可否や選考過程に関与することは制度上
想定されておらず、今回の職員採用につきましても
私自身が採用の判断や選考に関与した事実はありま
せん。しかしながらその点について一方的な見解に
基づく結論となったことは、率直に申し上げて大変
残念に感じているところです。ですので、私は、市
民生活を第一に考え、市政を停滞させることなく、

行政運営を着実に進めていくことが、市民から負託
を受けた市長としての責務であると考えています。

室生地域の持続可能なまちづくりについて

現在、市長、地域事務所長、担当部長と室生地域の
自治会長や自治会代表の方々と意見交換、懇談会が
定期的に開催されています。これまで協議された主
な内容をお聞きします。

ぬくもりの郷、室生地域事務所、室生振興センター
など公共施設の在り方や施設再編の検討をはじめ、
地域の課題であるデマンド型タクシーの地域外利用
など公共交通に関すること、室生口大野駅周辺に必
要な観光機能や生活機能など、地域のまちづくりに
関することなど協議を重ねてきました。３つの施設
再編においては振興センター機能をぬくもりの郷と
複合化し、ぬくもりの郷を残すための改修工事と、
室生地域事務所の活用を検討するための耐震診断に
ついて室生連合自治会の総意として要望をいただい
ています。室生振興センターについては老朽化のた
め廃止する方向で理解を得ています。今後も地域と
の関係性を大切にしながら市長懇談会を継続しま
す。

松浦 利久子
議員

市政２０周年を契機とした市民
生活の安心・安全と次世代投資
について

「妊婦向けＲＳウイルスワクチン」の
周知とプッシュ型配信による利用漏れ
防止策は。

乳児が重症化する恐れのあるＲＳウ
イルスワクチンは、令和８年４月から国の制度に基
づき定期接種化されます。市では母子手帳交付時の
説明に加え、母子保健事業へのアプリ「コドモン」
導入を検討し、適切な情報配信に努めます。また４
月開設のこども家庭センターを拠点に、切れ目ない
伴走型支援を継続します。

「健幸都市」実現に向けた医療ＤＸ認知症不安ゼロ
に向け公民連携による早期発見・予防の具体的な仕
組みは。

新たに「認知症予防包括プロジェクト」を開始しま
す。具体的には「あたまの健康度チェックツール」
の活用や、国立長寿医療研究センターの「Ｊ－ＭＩ
ＮＴ研究」への参加を通じ、科学的根拠に基づいた
予防活動を展開します。予防と支援を車の両輪とし、
研究機関や企業と連携した新しい自治体モデルの構
築を進めてまいります。

２０２７年末の水銀製品製造禁止を控え、道路照明
や公共施設のＬＥＤ化の進捗状況は。

市管理の道路照明５２４基については、令和７年度
から順次ＬＥＤ化を進め、初年度で１５８基が完了
予定です。公共施設は新設施設等で完了しています
が、 本 庁 舎 は 約 ４ ０ ％ に と ど ま っ て い ま す。
２０３０年度を目標に、優先度の高い施設から計画
的にＬＥＤ化を推進してまいります。

多様な意見を可視化する「ブロードリスニング」の
導入と他の情報アプリ開設の登録状況や費用は。

「ブロードリスニング」は、合意形成に有効な手法
であり、市は導入に向けた情報収集を進めます 。ま
た情報発信強化のため、年額約９８万円で「宇陀情
報アプリ」を導入しました 。現在１１２０件の登録
がありますが、より多くの市民にご活用いただける
よう、今後も登録促進に向けた啓発に注力します。

　● 市長統括
認知症予防や２０２７年問題は、市民生活に直結
する重要課題です 。地球温暖化対策計画に基づき、
公共施設のＬＥＤ化を確実に進めるとともに、最新
のＩＴツールの活用やブロードリスニングの導入検
討を進めます。サイレントマジョリティの声を可視
化し、正確で分かりやすい情報発信と市民参加の市
政を力強く推進してまいります。

森田 明子
議員
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宇陀市の「災害への強靭化」の
取組について

防災・減災・国土強靭化を進めるため、
宇陀市全域に拡大された国の直轄事業
とする土砂対策関係事業全般の詳細
と、今後の治山治水等に関連する計画
や国・県との連携について伺います。

土砂対策はポイントではなく、流域全体で取り組む
「流域治水」という考え方のもと、これまで室生地
域だけで実施されていた国の事業を市長が国との協
議により、令和３年度から、榛原・大宇陀・菟田野
地域の市内全域まで拡大しました。
これにより、現在国土交通省紀伊山系砂防事務所に
おいて、市内４地域で１０箇所の砂防事業を計画及
び実施しています。
その内訳として、完了箇所数は１箇所（室生三本松
砂防堰堤）で、工事施工中が２箇所（室生大野砂防
堰堤 / 令和７年度完成予定と室生下田口の室生灰立
川第１砂防堰堤 / 令和８年度完成予定）です。
さらに、事業計画箇所は７箇所あり、大宇陀本郷砂
防堰堤は、令和７年度末に詳細設計が完了する予定
です。

榛原額井砂防堰堤は、令和７年度末で幅杭設置と用
地測量が完了予定です。
また、菟田野宇賀志游砂池（ゆうさち）については、
日本最大級の規模として、現在事業実施に向け精査
中であり、令和８年度中には事業精査結果が出る予
定です。
その他、榛原萩原（西峠・鳥見山）砂防堰堤は、令
和７年度末に詳細設計が完了予定で、室生三本松第
２砂防堰堤は、地権者への事業説明を継続していた
だいており、室生三本松第３砂防堰堤は、市道と農
道の拡幅が必要であるため、幅杭設置、用地測量が
実施され、令和７年度末完了予定です。室生三本松
第４砂防堰堤では、地図訂正作業を紀伊山系砂防事
務所に行っていただいています。
加えて、菟田野地域事務所裏を紀伊山系砂防事務所
が工事計画を進めていますが、隣接する東側にある
松井天神社と称名寺との谷筋に幾度となく水害が発
生していることから、市長はこの事案対応を国土交
通省だけでなく、奈良県知事にも土砂災害防止対策
の要望を行い、紀伊山系砂防事務所長・宇陀土木事
務所長・宇陀市の３者による具体的な進め方や対策
方法等を協議しており、３者が協力し、進めていく
ことの確認を行い、引き続き調整することとしてい
ます。

亀井 雅之
議員

移住定住施策・地域おこし協力隊
について

宇陀市ではこれまで地域おこし協力
隊やネクストコモンズラボ（ＮＣＬ）
を通じて移住促進に取り組んできま
した。これまでの具体的な定着実績
と、市としての活動評価を伺います。

地域おこし協力隊制度を活用し、これまで２５名を
採用しました。 そのうち１５名が現在も市内に在
住しており、定住率は全国平均の５５．７％を上回
る６０％となっています。 市としては、隊員が地
域との繋がりを大切にしながら、市の自然や歴史と
いった地域資源を活かして新たな価値や賑わいを作
り出している点を高く評価しています。 今後も卒
業生が市内で事業を継続できるよう、既存の起業支
援等とあわせた伴走型のサポートを継続してまいり
ます。

３年間の任期は移住者にとって覚悟を要する高い
ハードルです。ミスマッチを防ぎ、より幅広い層の
呼び込みや関係人口の創出を図るため、短期間の滞

在型制度である「地域おこし協力隊インターン」を
導入すべきではないでしょうか。

インターン制度は２週間から３ヶ月間活動し、実際
の暮らしや業務を体験することでミスマッチを未然
に防ぐ有効な手段です。 協力隊として活躍するハー
ドルを下げ、チャンスを広げる魅力的な制度である
と認識しています。まずは人口減少や担い手不足と
いった地域課題の解決に繋がるよう、宇陀市の実情
に合わせた「スモールスタート」の形で他自治体の
事例も含め前向きに研究・検討を進めていく価値が
あると考えています。 

　● 意見
ＮＣＬから生まれた事業の中には、法人化の検討や
新ブランド展開、拠点の増設など、当初の起業段階
を超えて着実に成長している事例が複数あります。 
今後は観光と移住の間をつなぐ「インターン制度」
を戦略的に活用し、まずはスモールスタートから宇
陀市のファンを増やしましょう。 石見銀山での取
り組みのように成功事例も出てきています。多様な
民間パートナーとも連携し、柔軟な発想で持続可能
なまちづくりをさらに加速させていきましょう。

勝井 太郎
議員

2026.5.1 07



「子どもの権利条約」の理念を
踏まえた市の施策推進について

２０２３年４月「こども基本法」施
行により、自治体に子どもの最善利
益を優先する義務が生じた。次期「子
ども・子育て支援事業計画」で一人
の権利主体として、市政に届ける具
体的仕組み作りについて伺う。全国

で条例制定が進む中、検討状況を伺う。現在の意見
反映状況や相談窓口の課題、パブコメへの参加や学
校での制度への認識は。

課題や実態の結果を踏まえ、施策の充実の取組み推
進を図り条例は他自治体動向を研究。

　　模擬議会等機会を設け、考えを表現できる力を身に
着ける教育の実践を図る。

条約の普及啓発理念の浸透、職員や教育現場、保護
者に対し、条約４原則の周知は。

人権教育等関心と理解深める取組み、関係部署と連
携し子ども向け「権利リーフレット」、ホームペー
ジへ開設の研究検討を図る。

意見反映と居場所保障。アンケートに当事者が直接
参画の機会を設けては。不登校やヤングケアラー、

困難を抱える子どもが安心して意見表明できる居場
所確保の状況を伺う。

８年度１８歳から３９歳へのアンケート・貧困実態
調査「ワークショップ」等実施予定。策定後3か年
計画で検証していく。

移動投票車の導入取組みについて

高齢化が進む本市において、民主主義の根幹「投票
権の保障」は極めて重要。衆院選時、積雪の中で投
票に苦労した市民の方、移動に困難を抱える住民が
政治参加できる環境整備が急務。「一票を守る」象
徴として以下伺う。

　　7５歳以上の年代別投票率と移動困難な地域の把握
状況は。

年代別報告は求められてはいないが期日前投票等の
率は４５．２％、困難な地域の把握状況等ご意見あ
る事は承知している。

前回質問以降、導入を検討したか。費用試算や運営
体制を研究する考えはあるか。

選挙管理委員会でも議題に上がるものの課題や近傍
にも問い合わせ等検討、郵便投票の充実等研究して
いく。

南浦 寿雄
議員

プラスチックごみの削減について
ＣＯ２排出による地球温暖化防止は
待ったなしです。市の総合計画では、
脱プラスチックを地球温暖化対策計画
では、２０３０年度までにＣＯ２の
４８％削減目標を掲げています。市と
しての取組み状況をお尋ねします。

電気自動車、太陽光発電、省エネ住
宅改修の普及、公共施設のLED化等に取り組んでい
ます。ごみの削減では、生ごみ処理機の購入補助（約
３５０台）、新聞紙等の集団回収では１６年間で
８０２０ｔの実績があります。

生ごみの減量、資源ごみの集団回収で最後に残るの
はプラスチック系ごみです。これを分別収集し、リ
サイクルすれば、ごみ減量、温暖化防止に役立ちま
す。宇陀市を環境先進都市とし、「プラスチックご
みゼロ宣言」をするよう提案します。

宇陀市では、「プラスチックごみゼロ宣言」は考え
ていません。プラスチックごみは分別せずサーマル
リサイクルを考えています。

　● 意見
サーマルリサイクルはプラスチックごみを燃やし、
その熱を利用して発電・給湯等を行う方法であり、

国際的には温暖化防止には逆行し、環境汚染も招き
ます。

文化・観光資源等のあり方について
人麻呂公園内の竪穴式住居及びかぎろひの丘の東屋
の経年劣化が酷い状態です。市民や観光客からも早
急な改善を求める声が出されています。

竪穴式住居は、復元するのか撤去するのかを検討し
ます。東屋は、原形への復旧か違う方法があるのか
専門家に意見を聞いて調査・検討していきます。

重伝建地区にある石景庵はこの６年間指定管理によ
る営業が行われず、実質観光トイレとしての機能し
か果たしていません。住民や観光客からは以前のよ
うな営業を待ち望む声が多く出されています。早急
な改善を求めます。

この施設を行政財産から普通財産としての民間活用
も視野に入れて検討し、早急に解決できるようにし
ていきます。

　● 意見
より多くの訪問者にまた宇陀へ行きたいと思っても
らうためには、宇陀市の観光都市として来訪者への
おもてなしの精神が大切です。来訪者が快適に過ご
せるように努めることによって、リピーターを増や
すことができます。

八木 勝光
議員

2026.5.108



２０周年記念式典で多くの来場者
が不思議に思われたことについて

式典で配布された式次第に議長挨拶
が削除されていたことについて

１２月議会で金剛市長の辞職勧告決
議案が可決されたので、出席者に様々
な受け止め方が生じる可能性がある
との理由で直前に７００部（１０７８

　００円）を刷り直した。

　● 意見
わざわざ和紙に印刷（７００部１１９３５０円）し
ていたにもかかわらず、直前に再印刷している。市
長が個人的理由で議長に挨拶をさせないことは市
民、議会を無視していると考える。

県立医大の学長を招待した理由について、今定例会
召集で市長は「学長が政策監を高評価した」と発言
したが、記念式典出席者等は二度も一職員である政
策監をわざわざ学長が褒めた事が気になったとの事
をどう考えているのか。

地域医療の課題に向けた連携強化や医療体制の取
組、その姿勢を示す為にお招きした。その方（医大
の学長）のご挨拶の一端をご紹介させて頂いた。た
だそれだけのことです。

来庁者用駐車場に職員が堂々とマイカーを
停めていることについて

ある市民が政策監が頻繁に停めていることに対して
市長に尋ねたら「気づかれたあなたが注意されたら」
と言い返されたことについて。

言ったことは事実。ある人物を侮辱する内容を含む
ことで毅然とした姿勢を見せた。

今後の駐車対応について

公用車が不足している時、職員が止む得ずマイカー
を正面駐車場に止めているが、市民に支障の無いよ
う、新年度から下井足駐車場か北側の奥まった場所
に止めるよう指導する。

エストニア関連事業はやめたのではないのか
エストニア関連事業はこれまで１億４千万円投じ
られている。３年間の実績について説明を聞くが市
民にとって全体的な効果が感じられない。一旦休止
すべき。続ける必要性とは何か？

国内外の企業や教育機関との連携が生まれるなど
市の人材育成や産業の可能性を広げる取組として一
定の成果があった。この学びを市内で継続できる環
境づくりへ展開していく基盤形成ができたと考えて
いる。

多田 與四朗
議員

民意を置き去りにした統廃合計画
の進め方を問う一榛原地域の学校
統廃合：誰が、いつ、どこで『３
校を１校』と決めたのか一

　● 意見
＜推進委員会の進め方に重大な問題＞
①答申に「３校を１校」とは明記されず。

②田淵教育長は「地域で意見をまとめるのをやめてほ
しい」と発言し、意見集約を制限。

③榛小・東小のPTA代表は委員に入らず、地域公平性
を欠く。

④事前通告なく、委員２０名中７名欠席の中、多数決
で骨子を決定。

＜こども基本法の義務規定の順守は＞
法律では、計画策定時、「対象となる子どもの意見
反映」が義務付けられた。宇陀市のアンケートは現
在の中高生が対象で「対象となるこども」には実施
していないのでは。

統合対象のこどもに、その時点でアンケートを実施
するのは不可能と考えた。

　● 意見
他市では統合時期が未定の段階で意見聴取してい
る。本市では、「対象者の意見反映」なく、計画が
策定された可能性が高いと考える。

＜議会議決した請願の尊重は＞
①自治体は「行政」と「議会」の二つの代表で成り立つ。
②行政の計画に、「議会」は予算を否決、統廃合は事

実上ストップした。
③その上、１３００名以上の署名による請願が可決さ

れ、「東小の存続」は「議会の意思」となった。
④教育委員会自身も、「“答申”は参考意見だ。“住民の

意見を聞き計画策定する”」との認識である。
⑤「議会の議決は民主主義で最も重い住民の意思」で

ある。採択された請願の尊重を強く求める。

＜現在の協議する会は法を順守しているか＞
①前回の推進委員会の報酬は１日６８００円。一方、

現在の協議する会は、条例が未設置で、無報酬。
②法律では、「職員以外の“外部の者”が参加し意思形成

に関わる場合は、附属機関として条例で設置する必
要がある」と解される。

③協議する会が法的に問題ないか調査が必要である。
詳細はQRコードからぜひ動画を！

中川 ゆり子
議員

2026.5.1 09



「榛原こども園・こども家庭センター」
の開設及び周辺環境について

榛原こども園及びこども家庭センター
の整備について

宇陀市では「こどもまんなか社会」
の実現を目指し、榛原地域の幼稚園
と保育園を統合した幼保連携型認定

こども園と、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目
なく支援を行うこども家庭センターの整備を進めて
まいりました。こども達が安心して育ち、保護者が
安心できる環境を整え、教育・保育と子育て支援を
一体的に提供する拠点として、宇陀市の子育て支援
の充実につなげてまいります。

避難確保計画の策定状況について

危機管理監の監修のもと、こども未来課の担当者、
保育士などと何度も検討を重ね、実践的な計画とな
るよう実地の現場検証などを行い、しっかりとした
計画として作成を完了しております。避難確保計画
のＰＤＣＡサイクルを活かすことにより、榛原こど
も園・家庭センターが災害に強い、安心で楽しい施
設になるものと考えています。

＊ Ｐ（計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価） Ａ（改善）の４段階を
繰り返すこと

こども家庭センターは、母子保健部門、子育て支援
部門、相談援助部門の３つが一体となることで、「切
れ目のない支援」をいかに具体化していくのか。

「榛原こども園」という日々子どもたちが通う生活
の場に、こども家庭センターを完全併設できたこと
は、「チーム宇陀」として早期支援に動ける本市の
児童福祉政策の最大の強みとなります。母子保健、
子育て支援、相談援助の三位一体の機能が、宇陀市
の子育て世代にとつての「心の砦」となります。

市内での前例がある「キッズゾーン」を指定する必
要性があるのではないか。

本市では、令和３年８月に、榛見が丘の「しらゆり
保育園」付近の道路において、市内で初めてとなる

「キッズゾーン」を整備しました。これは、保育所
等が行う散歩などの園外活動の安全確保を目的と
し、園児等の交通安全意識の向上や、ドライバーへ
の注意喚起を図るもので、通行車両の速度抑制や歩
行者優先の意識向上につながり、園児や児童が安心
して通行できるものと認識しております。
今後につきましては、施設開設後の交通状況を十分
に把握しながら、地域住民や保護者の皆様のご意見
も踏まえ、指定を含めた交通安全対策について検討
し、安心して通行できる環境の確保に努めてまいり
ます。

井戸家 理夫
議員

過疎化対策のまちづくりについて

地域特性に合わせた人口減少対策に
ついて、過去５年間の人口推移を見
ると、全域では１０．４％で、大宇陀
地域の１３．１％減に対し、菟田野地
域は８．０％減と地域差が顕著だ。一
律の施策ではなく、各地域の現状を
分析し、それぞれの特性に応じた「地

域別のまちづくり」の推進について

人口減は就職や結婚に伴う社会減が主因だが、地域
ごとの差異は認識しています。第２次総合計画の人
口ビジョンに基づき、現状分析を深めるとともに、
自治会やまちづくり協議会との懇談会を通じて地域
の声を直接把握し、より実効性の高い地域支援策を
展開していきます。

地元定住の障壁解消について

現在の定住支援は「物件の新規取得」が条件であり、
親の家での同居等は対象外。二世帯住宅的なことも
含め他市を参考に検討していきます。

学校統合と地域コミュニティへの影響について

跡地活用や地域支援施策を強化し、人口減やコミュ
ニティ弱体化の影響を最小限に抑えます。現在のま
ちづくり協議会等は旧小学校区で形成されており、
学校統合で直ちにコミュニティ形態が崩れるとは考
えていません。これからも、連合自治会やまちづく
り協議会と課題を共有し、市民と行政が双方向で対
話を重ね、持続可能な地域づくりを進めます。

榛原駅前交流施設「じゆうだテラス」について

榛原駅前「じゆうだテラス」の利用状況と活性化の
展望について

年間利用は約４万人と前年比で約７千人増加しまし
た。冬場の電車待ち利用も好評です。桜シーズンに
はバス停を巡る企画や近鉄と連携したサイクルトレ
イン等を実施します。今後は駅前広場の活用や利用
が伸びているレンタサイクル等の２次交通の充実を
図ります。現在はシニア層の知恵を活かした市直営
で成果を上げていますが、将来的な民間活力の導入
も視野に、駅前を起点とした市内周遊の促進と「稼
ぐ力」の向上により、更なる活性化に努めます。

廣澤 孝英
議員

2026.5.110



付託先 件　　　名 議決結果

即決 専決処分の承認を求めることについて
（令和７年度宇陀市一般会計補正予算（第７号）について） 承　　認

即決
専決処分の報告について

（令和７年１２月２９日に発生した事故に係る損害賠償の
額を定め和解することについて：危機管理課）

報　　告

総務 宇陀市行政手続条例の一部改正について 原案可決

総務 宇陀市大宇陀職員研修所条例の廃止について 原案可決

総務 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につ
いて 原案可決

福祉 宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について 原案可決

福祉 宇陀市国民健康保険条例及び宇陀市病院事業の設置等に関
する条例の一部改正について 原案可決

福祉 宇陀市介護保険条例の一部改正について 原案可決

総務 宇陀市阿騎野農産物加工場条例の廃止について 原案可決

総務 宇陀市火入れに関する条例の一部改正について 原案可決

総務 宇陀市道路占用料に関する条例の一部改正について 原案可決

総務 宇陀市消防団条例の一部改正について 原案可決

総務 宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 原案可決

予算 令和７年度宇陀市一般会計補正予算（第８号）について 原案可決

予算 令和７年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予
算（第２号）について 原案可決

予算 令和７年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算（第
２号）について 原案可決

予算 令和７年度宇陀市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第１号）について 原案可決

予算 令和８年度宇陀市一般会計予算について 原案可決

予算 令和８年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に
ついて 原案可決

付託先 件　　　名 議決結果

予算 令和８年度宇陀市営霊苑事業特別会計予算について 原案可決

予算 令和８年度宇陀市国民健康保険事業特別会計予算について 原案可決

予算 令和８年度宇陀市介護保険事業特別会計予算について 原案可決

予算 令和８年度宇陀市後期高齢者医療事業特別会計予算につい
て 原案可決

予算 令和８年度宇陀市下水道事業特別会計予算について 原案可決

予算 令和８年度宇陀市立病院事業特別会計予算について 原案可決

予算 令和８年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算につ
いて 原案可決

総務 宇陀市過疎地域持続的発展計画の変更について 原案可決

即決 宇陀市教育委員会委員の任命同意について
（令和８年３月２８日任期満了に伴うもの） 同　　意

即決 宇陀市公平委員会委員の選任同意について
（令和８年３月２８日任期満了に伴うもの） 同　　意

即決 宇陀市監査委員の選任同意について
（令和８年３月２８日任期満了に伴うもの） 同　　意

即決 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
（令和８年６月３０日任期満了に伴うもの） 適　　任

即決 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
（令和８年６月３０日任期満了に伴うもの） 適　　任

即決 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
（令和８年６月３０日任期満了に伴うもの） 適　　任

　　 青葉山組合議会議員の選挙について 選　　挙

　　 宇陀市選挙管理委員の選挙について 選　　挙

　　 宇陀市選挙管理委員補充員の選挙について 選　　挙

即決 宇陀市議会会議規則の一部改正について 原案可決

［〇賛成　×反対　△退席　▲除斥　－欠席］

賛否が分かれた議案の〇×結果
付
託
先

議員名
結　
果
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宇陀市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 福祉 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※
2

× 〇 〇 原案可決

令和８年度宇陀市一般会計予算に対する附帯決議案（※1） 即決 〇 × 〇 〇 × × 〇 × 〇 × 〇 原案可決

令和８年度宇陀市立病院事業特別会計予算に対する附帯決議案（※1） 即決 〇 × 〇 〇 × × 〇 × 〇 × 〇 原案可決

令和８年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算に対する附帯決議案（※1） 即決 〇 × 〇 〇 × × 〇 × 〇 × 〇 原案可決

※1 附帯決議とは議決に議会の意見を付けるものです。　　　※2 議長のため表決権がありません。


